
第４３回 契約・調達管理会議 

議事要旨 

 

１ 開催日時 

令和７年６月23日（月曜日）15時45分から17時00分まで 

 

２ 開催場所 

東京都庁第一本庁舎19階 19Ｅ会議室（オンライン会議併用） 

 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略、五十音順、〇委員長） 

〇鵜川 正樹 監査法人ナカチ／公認会計士 

 川口 貴史 公益財団法人東京2025世界陸上財団総務企画室財務部長（契約・調達課長事務取扱） 

滝口 広子 北浜法律事務所・外国法共同事業／弁護士 

中山 正晃 東京都スポーツ推進本部国際スポーツ事業部事業調整第一課長 

三浦 大助 東京都スポーツ推進本部事業調整担当部長 

森谷 真咲 公益財団法人日本陸上競技連盟事務局経営企画部管理課長 

 

（２）事務局 

東京都スポーツ推進本部 

 

４ 要旨 

（１）開会 

 

（２）議事（発言者の敬称略） 

 ア 国立競技場フィールド上ロゴマークの除去等作業業務【資料１】 

＜説明・確認＞ 

（ア）商業的にクリーンな会場を提供するため、高温高圧洗浄作業及びトップコート塗装に

よりロゴマークを除去し、また、本大会の終了後にはロゴマーク原状回復作業を行う。 

（イ）トラックの品質を維持し大会後の使用に支障が生じないよう、会場所有者及び施設運

営事業者から、国立競技場のトラック素材を製造する事業者の国内総代理店が指定

されているため、当該国内総代理店と特別契約を締結する。 

＜質疑・意見など＞ 

 特になし 

 

 イ 東京 2025 世界陸上マラソンコースへの街路灯フラッグ掲出業務委託（銀座通り）



【資料２】 

＜説明・確認＞ 

（ア）大会において、マラソンコース上に街路灯フラッグを掲出し、街中を装飾することに

より、本大会の気運醸成とともに、世界に誇る江戸文化の魅力を国内外に発信する。 

（イ）主な業務内容は、フラッグ掲出に必要な資料作成・情報提供、掲出に必要な調整・手

続きの実施、フラッグの作成及び掲出・撤去、商店街との調整。 

（ウ）銀座通りは一般社団法人銀座通連合会にて運営されているが、フラッグの掲出業務に

ついては、一般社団法人銀座通連合会が指定代理店を認定しているため、当該指定代

理店と特別契約を締結する。 

＜質疑・意見など＞ 

滝 口：フラッグの単価の妥当性をどのように確認しているか。 

担当者：他のスポーツイベントでの掲出実績や最寄り駅の乗降客数などを分析し、妥当であ

ることを確認した。 

 

 ウ 東京 2025 世界陸上マラソンコースへの街路灯フラッグ掲出業務委託（日本橋中央

通り）【資料３】 

＜説明・確認＞ 

（ア）大会において、マラソンコース上に街路灯フラッグを掲出し、街中を装飾することに

より、本大会の気運醸成とともに、世界に誇る江戸文化の魅力を国内外に発信する。 

（イ）主な業務内容は、フラッグ掲出に必要な資料作成・情報提供、掲出に必要な調整・手

続きの実施、フラッグの作成及び掲出・撤去、及び商店街との調整。 

（ウ）日本橋中央通りは東京中央大通会及び室町大通会にて運営されているが、フラッグの

掲出業務については、東京中央大通会及び室町大通会が指定代理店を認定している

ため、当該指定代理店と特別契約を締結する。 

＜質疑・意見など＞ 

 特になし 

 

 エ 東京 2025 世界陸上マラソンコースへの街路灯フラッグ掲出業務委託（秋葉原中央

通り）【資料４】 

＜説明・確認＞ 

（ア）大会において、マラソンコース上に街路灯フラッグを掲出し、街中を装飾することに

より、本大会の気運醸成とともに、世界に誇る江戸文化の魅力を国内外に発信する。 

（イ）主な業務内容は、フラッグ掲出に必要な資料作成・情報提供、掲出に必要な調整・手

続きの実施、フラッグの作成及び掲出・撤去、及び商店街との調整。 

（ウ）秋葉原中央通りは秋葉原電気街振興会にて運営されているが、フラッグの掲出業務に

ついては、秋葉原電気街振興会が指定代理店を認定しているため、当該指定代理店と



特別契約を締結する。 

＜質疑・意見など＞ 

 特になし 

 

 オ 東京 2025 世界陸上競技選手権大会に係る興行中止保険契約【資料５】 

＜説明・確認＞ 

（ア）大会の開催準備及び開催期間中における本大会の全部又は一部の解約、延期、放棄

に起因・関連する損失、損害等の費用に係る危険を補償する興行中止保険に加入す

る。 

（イ）大規模国際スポーツ大会の興行中止保険では、単独の保険会社による引受ではなく

再保険の手配を要することから、まず公募により幹事会社を選定し、選定された幹

事会社が再保険手配を含め保険内容を設計・提案する方式により調達を行う旨、財

団理事会にて決議した。幹事会社選定時に財団と幹事会社間で締結した協定におい

て、審査委員会及び理事会の承認を条件として、財団は幹事会社から提案された保

険に加入する旨が定められている。 

＜質疑・意見など＞ 

 特になし 

 

 カ 東京 2025 世界陸上競技選手権大会における宿泊関連業務等委託【資料６】 

＜説明・確認＞ 

（ア）借用諸室の確定やＷＡ・宿泊施設との関係者協議により、業務内容や数量等に変更が

生じたため、契約変更を行う。 

（イ）主な変更点は、チームホテルの全体管理や案内誘導等に伴う人員の増加、WAホテル

の全体管理や案内誘導等に伴う人員の増加。 

＜質疑・意見など＞ 

 特になし 

 

キ 東京 2025 世界陸上競技選手権大会における輸送等業務委託【資料７】 

＜説明・確認＞ 

案件の概要について、事業担当者から主に以下を説明。 

（ア）本業務の発注後に、WAや各施設管理者等との協議により、業務内容や数量等に変更

が生じたため、契約変更を行う。 

（イ）主な変更点は、大型バス等の増加、輸送・出入国スタッフの増員、交通誘導員の増員。 

＜質疑・意見など＞ 

 特になし 

 



ク 仮設構築物等整備業務【資料８】 

＜説明・確認＞ 

案件の概要について、事業担当者から主に以下を説明。 

（ア）本業務の発注後、WAの現地視察等により電源供給方式の変更を行い、仮設発電機を

設置することとなった。また、大会開催に不可欠な放送や計測等に必要な電源につい

て、WA からの要件提示を元に詳細設計を行い、数量等が確定したため変更を行う。 

（イ）主な変更点は、世界陸上の魅力を世界に発信できる環境の整備、及び大会に必要な電

源の供給。 

＜質疑・意見など＞ 

滝 口：原契約において、仮設発電機設置の選択肢を含めて検討されているとよかったと感

じる。 

担当者：設計と施工を一括で発注するデザインビルド方式での契約であることから、詳細な 

設計が進む前に施工方法を想定して発注を行う必要があった。仮設発電機の設置は   

解決策の一つとして検討していたが、当初発注時点では、設置スペースなど技術的

課題がある中で、既存電源の活用を前提としたところである。 

 

（３）委員長によるまとめ 

・契約予定案件については、各委員の意見もふまえ契約手続きを進めていただきたい。 

 

（４）閉会 


